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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡デバイスが使い捨て構造であることを考
慮した、簡単な圧力ゲージを妥当な価格で提供する。
【解決手段】圧力ゲージは、組み立て及び分解を手作業
で行うようになされた二つの別個の構成要素からなる。
一方の構成要素は、圧力を受けこの圧力に応じて可動部
分３ｃ、６ｃを移動させる圧力－動作変換エレメント３
、６である。他方の構成要素は、可動部分３ｃ、６ｃの
移動により生じた力を計測するための力計測エレメント
５である。圧力－動作変換エレメント３、６は、使い捨
て可能な構成要素として形成されており、これに対し、
力計測エレメント５は再使用されるようになっている。
【選択図】図９ｅ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧力ゲージにおいて、
　流体圧力を受けてこの流体圧力の変化に応じて移動する移動自在な部分を有する圧力－
動作変換エレメントと、
　前記移動自在の部分の移動によって及ぼされた力を計測するための力計測エレメントと
、を備え、
　前記圧力－動作変換エレメントおよび前記力計測エレメントは、好ましくは、組み合わ
せ可能であり、流体を遮断するようにして分離され、且つ、機械的に連結され得る別々の
構成要素として、形成されている、圧力ゲージ。
【請求項２】
　前記圧力－動作変換エレメントは、気密ユニットまたは流体密ユニットとして形成され
ている、請求項１に記載の圧力ゲージ。
【請求項３】
　前記圧力－動作変換エレメントは、加圧されたガスまたは流体が通って流れる容器の一
部分、あるいは、加圧されたガスまたは流体が通って流れるチューブの一部分を受けるた
めの受け部を有し、前記加圧されたガスまたは流体の圧力が前記圧力ゲージで計測される
ようになっている、請求項１または２に記載の圧力ゲージ。
【請求項４】
　前記受け部は、流体が入った使い捨て可能な流体バッグに連結されたチューブのチュー
ブ部分を受け入れる、請求項３に記載の圧力ゲージ。
【請求項５】
　前記移動自在の部分は、ピストンまたは膜である、請求項１乃至４のうちのいずれか一
項に記載の圧力ゲージ。
【請求項６】
　前記力計測エレメントは、計測される力を電気信号に変換するための力計測センサを有
する、請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の圧力ゲージ。
【請求項７】
　組み立て状態において、前記圧力－動作変換エレメントを前記力計測エレメントに対し
て所定の位置に配置するための位置決め手段が、設前記力計測エレメントあるいは前記圧
力－動作変換エレメントに設けられている、請求項１乃至６のうちのいずれか一項に記載
の圧力ゲージ。
【請求項８】
　組み立て状態において、前記圧力－動作変換エレメントを前記力計測エレメントに対し
て固定するための係止機構が、前記力計測エレメントあるいは前記圧力－動作変換エレメ
ントに設けられている、請求項１乃至７のうちのいずれか一項に記載の圧力ゲージ。
【請求項９】
　前記力計測エレメントは、オリフィスを有したハウジングを含み、
　前記ハウジングの内部空間には、力計測センサと、前記圧力－動作変換エレメントを所
定の位置に配置するための位置決め手段とが、前記力計測センサに対し、互いに対向する
ようにして配置され、
　前記圧力ゲージの作動状態において、前記圧力－動作変換エレメントが、前記オリフィ
スを介して前記ハウジング内に挿入され、前記力計測センサと前記位置決め手段との間に
固定される、請求項１乃至８のうちのいずれか一項に記載の圧力ゲージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧力ゲージに関し、詳細には流体圧力を計測するための圧力ゲージに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　内視鏡デバイスおよび医療用内視鏡を体腔に導入するためのデバイスが、例えば、ドイ
ツ国特許第ＤＥ　３９　２５　４８４　Ａ１号に記載されている。この文献に記載された
デバイスは、内視鏡が、もはや、検査されるべき体内に押し込まれるのでなく、それ自体
で体内を移動することを可能にした。この目的のため、内視鏡には、挿入を容易に且つ手
早く行うことができるようにする固有の駆動装置が設けられている。
【０００３】
　このように、固有の駆動装置は、外翻チューブ（everting tube）とも呼ばれ、例えば
その中に挿入した内視鏡シャフトとともに使用される。内視鏡の推進時に様々な相対的移
動が生じる。一方では、互いに摺動接触した、内視鏡のシャフトと外翻チューブとの間で
相対的移動が生じる。他方では、外翻チューブの作動時に内側部分と外側部分との間で相
対的移動が生じる。
【０００４】
　それぞれのエレメント間の動摩擦および静摩擦を低減するため、外部から供給された潤
滑剤を使用することが、例えば欧州特許第ＥＰ－Ａ－０　８７３　７６１号に記載されて
いる。両方の場合において、流体バッグ内に貯えられるようになった潤滑剤は、一方では
、内視鏡のシャフトと外翻チューブとの間に、並びに、他方では、互いに重ねて配置され
るようになった外翻チューブの二つの部分間に供給される。内視鏡のシャフトと外翻チュ
ーブとの間の潤滑点に供給された潤滑剤の圧力をチェックするため、液圧流体バッグと、
内視鏡のシャフトおよび外翻チューブの間の潤滑点と、の間に配置された圧力ゲージによ
って圧力を検出しなければならない。
【０００５】
　内視鏡デバイスが使い捨てデバイスとして形成された場合には、検査した患者の体液と
接触した、外翻チューブを含む内視鏡のシャフト、流体バッグ、および、圧力ゲージ等の
内視鏡デバイスの全てのエレメントを使用後に廃棄する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、内視鏡デバイスが使い捨て構造であることを考慮した、
簡単な圧力ゲージを妥当な価格で提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、請求項１に記載の特徴を持つ圧力ゲージによって達成される。
【０００８】
　本発明のこの他の有利な特徴は、従属項に記載してある。
【０００９】
　したがって、本発明の要旨は、互いに組み合わされるようになされており且つ破壊を生
じることなく分離されるようになされた二つの別体の構成要素によって圧力ゲージを形成
することである。一方の構成要素は、圧力を受け取ってこの圧力に応じて移動する移動自
在の部分（可動部分）を持つ低価格で製造することができる圧力－動作変換エレメントで
あり、他方の構成要素は、移動自在の部分の移動によって及ぼされた力を計測するための
力計測エレメントである。これらの構成要素は、機能的に連結された場合、圧力－動作変
換エレメントだけが圧力媒体とともに隔離された状態（孤立した状態、分離した状態）と
なるように形成される。したがって、低価格で製造することができる圧力－動作変換エレ
メントは、一回使用した後に廃棄され得り、これに対し、概して比較的高価な力計測エレ
メントを再使用することができる。圧力ゲージを、このように、構造およびエレメントに
関し、安価で使い捨ての構成要素と再使用可能な構成要素とに分けることにより、圧力ゲ
ージ全体を使い捨てにするとか、非常に時間がかかる取り外し及び洗浄を行うといった画
一的な解決策を必要とせず、安価に製造することができる構成要素だけを使い捨てにする
と同時に他の構成要素を再使用することができるようにする。
【００１０】
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　本発明による圧力ゲージを、使い捨て内視鏡デバイスに適用した場合、使い捨て内視鏡
デバイスにおいて、内視鏡シャフト、外翻チューブ、および、チューブによって内視鏡に
流体連結されており、且つ、内視鏡シャフトと外翻チューブとの間および外翻チューブの
内部を潤滑するための潤滑剤を収容する流体バッグ／容器を、一回使用した後に廃棄する
ことができ、使い捨てであるように形成された圧力－動作変換エレメントを力計測エレメ
ントから取り外して、使用後に廃棄することができる。他方、力計測エレメントは再使用
することができる。このようにして、好ましい価格の使い捨て内視鏡デバイスを実現する
ことができる。
【００１１】
　好ましくは、圧力－動作変換エレメントは、特に内視鏡の用途で必要とされるようにガ
スや流体が環境中に排出されないようにするため、気密ユニットまたは流体密ユニットと
して形成される。
【００１２】
　この圧力－動作変換エレメントは、好ましくは、容器またはチューブの内部を流れる流
体またはガスの圧力を検出するために、容器またはチューブの一部を受け入れるための受
け部（受け入れ部分）を有する。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態では、受け部は、流体を収容するための使い捨て流体バッ
グに連結されたチューブ（筒状部材）のチューブ部分を受け入れる。好ましくは、チュー
ブと受け部との間に流体密連結部を形成するため、チューブ部分自体を使用する。
【００１４】
　好ましくは、圧力－動作変換エレメントの移動自在の部分は、ピストンまたは膜である
。しかしながら、作用している圧力の変化時に移動する、ヒンジによって支持されたレバ
ー等の任意の他のエレメントであってもよい。移動自在の部分の移動は、並進移動に限定
されないが、例えば並進、回転、あるいは、並進および回転の組み合わせ等の任意の移動
であってもよい。
【００１５】
　好ましくは、力計測エレメントは、計測した力を電気信号に変換する、圧電素子等の力
計測センサである。しかしながら、力計測エレメントは、圧力－動作変換エレメントに加
わった圧力を、力計測エレメントが計測した力から推定することができる限り、別の原理
にしたがって、例えば純粋に機械的に作動するようにしてもよい。
【００１６】
　有利には、力計測エレメントまたは圧力－動作変換エレメントには、組み立てた状態で
、圧力－動作変換エレメントを力計測エレメントに対して予め設定された位置に配置する
ための位置決め手段（配置手段）が設けられる。
【００１７】
　更に、力計測エレメントまたは圧力－動作変換エレメントには、有利には、圧力－動作
変換エレメントを、組み立てた状態で、力計測エレメントに対して固定するための係止機
構が設けられていてもよい。
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の好ましい一実施の形態を特に詳細に説明する。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１ａ、図１ｂおよび図１ｃは、オイル、水、油水中乳濁液等の内視鏡デバイス用潤滑
剤を入れておくのに使用される液圧流体バッグ１を示している。流体バッグ１は、二つの
連結チューブ２ａ、２ｂ、詳細にはシリコーンチューブを含み、これらのチューブを介し
て潤滑剤（好ましくは液体）または流体を内視鏡に供給する。詳細には、例えば遠心ポン
プによって、流体を流体バッグ１から潤滑点に導く。遠心ポンプには、連結チューブ２ａ
、２ｂが挿入されており、これにより連結チューブ２ａ、２ｂ内の流体を移動させるよう
になっている。例えば連結チューブ２ｂを介して、潤滑剤が、外翻チューブの内面間の潤
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滑点に、すなわち、内視鏡の外翻チューブ内に供給されるのに対し、連結チューブ２ａを
介して、潤滑剤が、内視鏡のシャフトとこの内視鏡のシャフトに当接した外翻チューブの
外面との間の潤滑点に供給される。
【００２０】
　チューブ２ａを通って潤滑点に供給される潤滑剤の圧力を計測するため、圧力－動作変
換エレメント３がチューブ２ａに取り付けられる。このエレメントは、以下に説明する力
計測エレメント５とともに本発明の圧力ゲージを形成する。
【００２１】
　第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメント３を図２に分解図で示し、図３に斜
視図で示している。第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメント３は、本質的には
、細長い穴および互いに対して垂直に配置されており且つ細長い穴によって互いに連結さ
れた二つの横穴を持つ細長いハウジング３ａと、閉鎖部材３ｂと、ピストン３ｃと、プラ
グ３ｄと、二つのシールリング３ｅと、を含んでいる。ハウジング３ａ、閉鎖部材３ｂ、
ピストン３ｃおよびプラグ３ｄは、好ましくは、プラスチックから射出成形法によって製
造され得る。
【００２２】
　図２、および、図４ｃのＢ－Ｂ線に沿った圧力－動作変換エレメント３の断面図である
図４ｅに示すように、細長い穴はハウジングの上面から上横穴を通過して延び、下横穴に
開放されている。細長い穴がハウジングの上面に形成した開口部は、閉鎖部材３ｂによっ
て流体密をなして閉鎖（流体を密閉するようにして閉鎖）される。閉鎖部材３ｂは、この
実施の形態では、ねじとして形成されている。
【００２３】
　図３および図４ｂに関し、下横穴の一方の側部は、ハウジング３ａに嵌着した又はねじ
込んだプラグ３ｄによって閉鎖されており、流体密シール（流体を密閉するシール）を行
うため、シール３ｅがハウジング３ａとプラグ３ｄとの間に設けられる。下横穴の他方の
側部には、移動自在のエレメント（可動エレメント）３ｃが流体密をなして（流体を密閉
するようにして）嵌着されている。このようにして、圧力チャンバＲが、図４ｅに示すよ
うに、下横穴内のプラグ３ｄと移動自在のエレメント３ｃとの間に形成される。この実施
の形態では、移動自在のエレメント３ｃは、シール３ｅによって取り囲まれたピストンと
して形成されており、このピストンは、下横穴内に、軸線方向にシフト可能に構成されて
いる。圧力チャンバＲに面するピストンの前端は、圧力受け入れ面である。圧力チャンバ
Ｒから遠ざかる方向に向いたピストンの前端は、ハウジングの外側（外面）から膨み出て
いる。
【００２４】
　図２、図３および図４ａ乃至図４ｅに示すように、上横穴は、ハウジング３ａの受け部
（受け入れ部分）を形成する。図４ｄおよび図４ｅに示すように連結チューブ２ａの一部
を上横穴に挿入／嵌着する。連結チューブ２ａを、ハウジング３ａと流体密な連結部分を
形成するようにして上横穴に嵌着する。この密閉状態を信頼性を以て維持し、連結チュー
ブの外面が横穴の内面から部分的に外れることがないようにするため、支持スリーブ４が
連結チューブ２ａの内側に配置されている。支持スリーブ４は、連結チューブ２ａを、上
横穴の内面に対して支持し且つここに押し付ける。支持スリーブ４は、有利には、設置位
置で、連結チューブ２ａに半径方向外方に作用する力を加えるため、可撓性プラスチック
で形成されている。図４ｄに示すように、支持スリーブ４の端部には、有利には、突出部
が設けられているか、或いは、外方に拡径されており、そのため、連結チューブは、ハウ
ジング３ａに関して所定の位置に固定される。追加として又は別の態様として、連結チュ
ーブ２ａおよび支持スリーブ４は、閉鎖部材３ｂによって、例えば連結チューブ２の外面
に押し付けられた設置位置の閉鎖部材３ｂによってハウジング３ａに関して固定されてい
てもよい。
【００２５】
　図４ｄおよび図４ｅに示すように、連結チューブ２ａおよび支持スリーブ４には、ハウ
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ジング３ａの細長い穴内に延びる半径方向オリフィスが形成されている。かくして、連結
チューブ２ａの内側と圧力チャンバＲとの間が、オリフィスおよび細長いハウジングを介
して連結される。
【００２６】
　上文中に説明した連結は、有利には、連結チューブ２ａを支持スリーブ４とともに上横
穴に挿入した後、ハウジングの上側から穿孔を行うことによって、支持スリーブ４および
連結チューブ２ａに、並びに、細長いハウジングにオリフィスを同時に形成することによ
って実現される。このようにして、支持スリーブ４および連結チューブ２ａのオリフィス
を細長いハウジングと確実に整合させ、連結チューブ２ａの内側を圧力チャンバＲに確実
に連結する（連通させる）。
【００２７】
　上文中に説明した圧力－動作変換エレメント３は、本発明による圧力ゲージを形成する
ため、力計測エレメント５と協働する。図５に示すように、力計測エレメント５は、本質
的には、ハウジング５ａと、力計測センサ５ｂと、位置決め手段（配置手段）５ｃと、を
含んでいる。ハウジングは、突出部分を備えた本質的に矩形形状を有する。図５に示すよ
うに、ハウジングの前面には、圧力－動作変換エレメント３の下領域と対応するオリフィ
ス５ａ１が設けられている。貫通穴５ａ２が突出部分の側面に形成されており、オリフィ
ス５ａ１で終端する。位置決め手段５ｃは、貫通穴５ａ２内に配置されている。この実施
の形態では、位置決め手段５ｃは、ばね力によってオリフィス５ａ１の内部に所定程度押
圧されたばね負荷ピン（ばね付勢ピン）を含む。更に、突出部分とは反対側のハウジング
５ａの側部には、別のオリフィス５ａ３が形成されており、このオリフィスは、オリフィ
ス５ａ１で終端する。図７ｅに示すように、力計測センサ５ｂの力検出面５ｂ１がオリフ
ィス５ａ１の内側に、自由に且つ位置決め手段５ｃと向き合って配置されるよう、力計測
センサ５ｂをオリフィス５ａ３に挿入する。この実施の形態では、力計測センサ５ｂは、
その力検出面５ｂ１に作用する力を電気信号に変換するセンサである。図５に示すように
、電気信号は、その後、ＣＰＵによって、あるいは、同様のデバイスによって評価され得
る。しかしながら、別の態様では、機械式力計測センサを使用してもよい。
【００２８】
　図８ｂ、図９ａ乃至図９ｆは、組み立てた状態の本発明の圧力ゲージの様々な図である
。図９ｅの断面図は、組み立てた状態において、圧力－動作変換エレメント３を力計測セ
ンサ５ｂの方向に押圧するため、ばね負荷されたピン（ばねによって付勢されたピン）５
ｃの球状の端部が、プラグ３ｄに形成されピンの端部の球状形態と対応する形状の凹所３
ｄ１に押し付けられていることを示している。これにより圧力－動作変換エレメント３は
、力計測エレメント５のオリフィス５ａ１内で所定の位置に配置されるようになる。さら
に詳細には、この位置では、ピストンの球状の外面が力計測センサ５ｂの力検出面５ｂ１
に当接するようになっている。好ましくは、圧力－動作変換エレメント３は、ピストンが
移動した場合でも、そのハウジング３ａが力計測エレメント５のハウジング５ａに対して
移動しないように、位置決め手段５ｃによって固定される。さらに、ばね負荷されたピン
は、好ましくは、圧力動作エレメント３を力計測エレメント５に手作業で挿入し、これを
再び引き抜く上で全く問題がないように設計される。
【００２９】
　追加として又は別の態様として、組み立てた状態において、圧力－動作変換エレメント
３および力計測エレメント５が分離しないようにするための係止機構が圧力－動作変換エ
レメント３または力計測エレメント５に設けられていてもよい。このような係止機構は、
例えば、力計測エレメント５に取り付けられたピンであってもよく、係止状態（係止位置
）、すなわち、圧力ゲージが組み立てられた状態にある場合、前記ピンが、圧力－動作変
換エレメント３に形成された凹所に係合した位置に移動されるようになっている。そのた
め、係止位置では、圧力－動作変換エレメント３は、もはや、力計測エレメント５から手
では引き出されないようになっている。
【００３０】
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　以下、本発明による圧力ゲージの使用または作動を、使い捨て内視鏡デバイスを参照し
て説明する。
【００３１】
　圧力ゲージの作動開始前に、図１ａ乃至図１ｄ、図２、図３、図４ａ乃至図４ｅを参照
して上文中に説明したように、圧力－動作変換エレメント３が、流体バッグ２の連結チュ
ーブ２ａに連結されるか、或いは、流体バッグ２の連結チューブ２ａに予め取り付けられ
ている。
【００３２】
　連結チューブ２ａは、潤滑剤を、流体バッグ２から、内視鏡のシャフトと、このシャフ
トに当接した外翻チューブの外面と、の間の潤滑点まで送出するため、内視鏡に連結され
る。この目的のため、連結チューブを遠心ポンプ等に連結する。遠心ポンプ等は、連結チ
ューブ内の流体を、連結チューブ２ａに及ぼされた外部からのインパクトによる所定圧力
で、潤滑点に供給する。
【００３３】
　供給された潤滑剤の圧力を計測するため、連結チューブ２ａ内の流体に遠心ポンプによ
って圧力を加える前に、連結チューブ２ａに連結された圧力－動作変換エレメント３を、
力計測エレメント５のオリフィス５ａ１に挿入し、図８ｂ、図９ａ乃至図９ｆに示す組み
立て状態にする。このようにして、かくして、本発明の圧力ゲージを作動状態にする。こ
の状態では、ばね負荷されたピン５ｃの球状端部は、プラグ３ｄの凹所３ｄ１と係合して
おり、圧力－動作変換エレメント３を、オリフィス５ａ１の内部で、力計測センサ５ｂの
方向に押圧する。この結果、ピストン３ｃの球状の外側が力計測センサ５ｂの力受け入れ
面５ｂ１に当接する。
【００３４】
　連結チューブ２ａの内側は、連結チューブ２ａおよび支持スリーブ４のオリフィス、上
横穴および細長い穴を介して圧力チャンバＲに流体連結（流体連通）されている。かくし
て、連結チューブ２ａまたは流体容器１内の流体と同じ圧力の流体が圧力チャンバＲ内に
ある。遠心ポンプによる加圧が未だ行われていないため、この状態を、「休止圧力（pres
sure at rest）」状態と呼ぶ。圧力チャンバＲ内の休止圧力状態の流体により、ピストン
３ｃは、力計測センサ５ｂの方向に所定の力で押圧され、この結果、力計測センサ５ｂは
、圧力受け入れ面５ｂ１を介した休止圧力と対応する力を示すようになる。ここで、力計
測センサはこの力に準じてキャリブレーションされる、すなわち、０に調整される。
【００３５】
　次いで、遠心ポンプを作動させることによって、連結チューブ内の流体に圧力を加える
。これにより、連結チューブ２ａおよび圧力チャンバＲ内の流体の圧力を変化させる。こ
の圧力変化により、ピストン３ｃの圧力受け入れ面に作用する力が変化し、これによりピ
ストン３ｃが力計測センサ５ｂの方向に移動する。ピストン３ｃの移動により、力計測セ
ンサ５ｂの力検出面５ｂ１に作用する力が増大する。力計測センサ５ｂに作用する力を検
出し、電気信号の形態で、評価ユニット、例えばＣＰＵに伝達する。ＣＰＵは、力計測セ
ンサ５ｂによって計測された力から、連結チューブ２ａ内の流体の圧力を推定する、或い
は、この力から流体の圧力を演繹する。このようにして、ＣＰＵは、検出値に基づいて遠
心ポンプを制御することによって、流体の圧力を所望値に合わせるように調節する。
【００３６】
　使い捨て内視鏡である内視鏡デバイスによって検査結果を得た後、圧力－動作変換エレ
メント３をオリフィスから引っ張って外すことによって力計測エレメント５から分離する
。この場合、少なくとも力計測エレメント５、好ましくは、圧力－動作変換エレメント３
もまた損傷しない。次いで、圧力－動作変換エレメント３は、内視鏡のシャフトとともに
廃棄されるようになっている。内視鏡のシャフトには、外翻チューブ、流体バッグ１、お
よび、検査を受ける患者の体液によって汚染される可能性がある、流体バッグから潤滑点
までの全ての連結ラインが含まれる。これに対し、圧力－動作変換エレメント３が流体密
であるため、力計測エレメント５は潤滑剤や体液と接触することがなく、再使用されるよ
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うになっている。
【００３７】
　図１０、図１１ａ乃至図１１ｆは、本発明による圧力－動作変換エレメントの第２の実
施の形態を示している。第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメント６は、第１の
実施の形態による圧力－動作変換エレメント３と同様の構造を含んでおり、以下、この第
１の実施の形態との相違点のみを説明する。
【００３８】
　第１の実施の形態の圧力－動作変換エレメント３とは対照的に、第２の実施の形態によ
る圧力－動作変換エレメント６は、ピストン３ｃおよびプラグ３ｄの代りに膜６ｃおよび
蓋６ｄを有する。膜６ｃは、好ましくは、ゴム材料で形成されており、図１１ｅおよび図
１１ｆに示すように、ハウジング６ａの下横穴に流体密をなして嵌着されているか、或い
は、好ましくは、所定位置に接着されている。膜６ｃは、ピストン３ｃと同じ機能を有す
る。すなわち、圧力チャンバＲ内の圧力が上昇したときに外方に膨出し、かくして力を力
計測センサ５ｂに及ぼすようになっている。
【００３９】
　第１の実施の形態の圧力－動作変換エレメント３のハウジング３ａにねじ込んだ、シー
ルを備えたプラグ３ｄとは対照的に、蓋６ｄは流体密をなして接着されている。
【００４０】
　第２の実施の形態の圧力－動作変換エレメント６は、第１の実施の形態による圧力－動
作変換エレメント３と同様の方法で力計測エレメント５と協働する。
【００４１】
　本発明を液圧バッグの連結チューブ２ａのチューブ部分を参照して説明したが、圧力－
動作変換エレメントは、潤滑剤供給装置の別のエレメントに連結、すなわち、流体連結さ
れていてもよい。これに関し、圧力－動作変換エレメントは、さらに、二つの潤滑剤供給
チューブ等の潤滑剤供給装置のエレメントに連結された連結チューブ部品に連結、すなわ
ち、流体連結されていてもよい。
【００４２】
　圧力ゲージは、組み立て及び分解を手作業で行うようになされた二つの別個の構成要素
からなる。一方の構成要素は、圧力を受けこの圧力に応じて可動部分（３ｃ、６ｃ）を移
動させる圧力－動作変換エレメント（３、６）である。他方の構成要素は、可動部分（３
ｃ、６ｃ）の移動により生じた力を計測するための力計測エレメント（５）である。圧力
－動作変換エレメント（３、６）は、使い捨て可能な構成要素として形成されており、こ
れに対し、力計測エレメント（５）は再使用されるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１ａ】図１ａは流体バッグの斜視図であり、図示された流体バッグは連結チューブを
備え、これらの連結チューブの一つに本発明による圧力－動作変換エレメントが設けられ
ている。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａに示す流体バッグの側面図である。
【図１ｃ】図１ｃは、図１ｂの詳細Ａの拡大図である。
【図１ｄ】図１ｄは、図１ａに示す流体バッグの後側の図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの分解図で
ある。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの斜視図で
ある。
【図４ａ】図４ａは、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの上面
図である。
【図４ｂ】図４ｂは、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの側面
図である。
【図４ｃ】図４ｃは、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの別の
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【図４ｄ】図４ｄは、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの図４
ｃのＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図４ｅ】図４ｅは、本発明の第１の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの図４
ｃのＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】図５は、本発明による力計測エレメントの分解図である。
【図６ａ】図６ａおよび図６ｂは、本発明による力計測エレメントの斜視図である。
【図６ｂ】図６ａおよび図６ｂは、本発明による力計測エレメントの斜視図である。
【図７ａ】図７ａは、本発明による力計測エレメントの上面図である。
【図７ｂ】図７ｂは、本発明による力計測エレメントの側面図である。
【図７ｃ】図７ｃは、本発明による力計測エレメントの側面図である。
【図７ｄ】図７ｄは、本発明による力計測エレメントの上面図である。
【図７ｅ】図７ｅは、本発明による力計測エレメントの、図７ｄのＡ－Ａ線に沿った断面
図である。
【図８ａ】図８ａは、本発明による圧力ゲージの非組み立て状態での斜視図である。
【図８ｂ】図８ｂは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での斜視図である。
【図９ａ】図９ａは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での後面図である。
【図９ｂ】図９ｂは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での上面図である。
【図９ｃ】図９ｃは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での側面図である。
【図９ｄ】図９ｄは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での正面図である。
【図９ｅ】図９ｅは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での図９ｃのＢ－Ｂ線に
沿った断面図である。
【図９ｆ】図９ｆは、本発明による圧力ゲージの組み立てた状態での図９ｄのＡ－Ａ線に
沿った断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの斜視
図である。
【図１１ａ】図１１ａは、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの
後面図である。
【図１１ｂ】図１１ｂは、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの
上面図である。
【図１１ｃ】図１１ｃは、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの
底面図である。
【図１１ｄ】図１１ｄは、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの
側面図である。
【図１１ｅ】図１１ｅは、本発明の第２の実施の形態による圧力－動作変換エレメントの
図１１ａのＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図１１ｆ】図１１ｆは、図１１ｅの断面Ｂの拡大図である。
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